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平成 22 年 3 月 19 日 

日 本 薬 剤 師 会 

 

平成22年度調剤報酬改定に関するＱ＆Ａ 

 

 

調剤基本料、後発医薬品調剤体制加算 

 

Ｑ．調剤基本料の適用区分の計算にあたっては、時間外加算や夜間・休日等加算、

在宅関係点数などに係る処方せん受付回数を除外した上で適否を判断するよう

見直されたが、特定の保険医療機関に係る集中率の計算については、除外せずに

取り扱うものと理解してよいか。 
 

Ａ．そのとおり。 

 

Ｑ．調剤基本料および後発医薬品調剤体制加算の適用区分の計算にあたっては、健

康保険法、国民健康保険法および後期高齢者医療制度に係る処方せんのみ（これ

らとの公費併用を含む）が対象であると理解してよいか。たとえば、公費単独扱

いである生活保護に係る処方せんについては、除外して計算するものと理解して

よいか。 
 

Ａ．そのとおり。 

 

Ｑ．後発医薬品調剤体制加算の適用区分を計算する際には、経腸成分栄養剤および

特殊ミルク製剤は除外する（すなわち、計算式の分母には含めない）ことになっ

ているが、平成22年1～3月調剤分の処方せんにも適用するものと理解してよい

か。 
 

Ａ．そのとおり。 

 

 

一包化加算 

 

Ｑ．一包化加算を算定した場合、自家製剤加算および計量混合加算は「算定できな

い」とされているが、この要件は内服用固形剤のみ（一包化加算の算定対象とな

らない部分を除く）に適用されるものであると理解してよいか。 
 

Ａ．そのとおり。 
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Ｑ．一包化加算を算定した場合、自家製剤加算および計量混合加算は「算定できな

い」とされているが、①服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤、または、

②1剤であっても3種類以上の内服用固形剤のいずれにも該当しない部分（剤）

については、適用されないものと解釈してよいか。 

例）処方1 1日3回毎食後 × 14日分 

処方2 1日1回朝食後 × 14日分 

処方3 1日1回就寝前 × 14日分（薬剤は2種類以下） 

→ いずれも内服用固形剤が処方されているものと仮定。 

処方1と処方2を一包化。処方3は、処方1・処方2のいずれにも重

複する服用時点はないが、自家製剤または計量混合に該当する行為あ

り。 
 

Ａ．上記例の場合、一包化加算の算定対象となるのは処方1と処方2のみであり、

処方3は一包化加算の対象とならない。したがって、処方3において自家製剤加

算または計量混合調剤加算を算定しても差し支えない。 

 

 

湯薬 

 

Ｑ．湯薬の調剤料は調剤日数に応じた点数となったが、薬剤料はどのように計算す

るのか。1日分を所定単位として計算した上で調剤日数を乗じるのか、それとも、

従来どおり1調剤分を所定単位として計算するのか。 
 

Ａ．湯薬の薬剤料については、内服薬に係る計算方法と同様に「1調剤ごとに1日

分」を所定単位として計算する。ただし、浸煎薬については、従来どおり「1調

剤分」を所定単位とする。 

 

 

特定薬剤管理指導加算 

 

Ｑ．特定薬剤管理指導加算については、「過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で」

とあるが、初めて来局した患者についても算定できると解釈してよいか。 
 

Ａ．差し支えない。 

 

Ｑ．複数の適応を有する医薬品であって、特定薬剤管理指導加算の対象範囲とされ

ている適応以外の目的で使用されている場合であっても、同加算は算定可能であ

ると理解してよいのか。 
 

Ａ．特定薬剤管理指導加算の対象範囲以外の目的で使用されている場合には、同加

算の算定は認められない。 
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在宅患者訪問薬剤管理指導料 

 

Ｑ．在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定にあたっては、患者の居住形態に関係なく、

同一建物への1回の訪問で複数の患者について実施した場合は、当該複数患者す

べてに対して「同一建物居住者の場合」（350点）を算定し、1回の訪問で1人の

患者のみ実施した場合は「同一建物居住者以外の場合」（500 点）を算定するも

のと理解してよいか。 
 

Ａ．そのとおり。 

 

 

後発医薬品 

 

Ｑ．処方せんに記載された医薬品を①含量規格が異なる後発医薬品または②類似す

る別剤形の後発医薬品－に変更調剤する場合、「患者に対して説明し同意を得る

ことを条件」に、「変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であ

るものに限り」認められているが、比較にあたっては薬価（円）でなく、薬剤料

（点）によるものと理解してよいか。 
 

Ａ．そのとおり。 

 

Ｑ．処方せんに記載された医薬品を含量規格が異なる後発医薬品に変更して調剤す

る場合、患者の同意が得られ、かつ、薬剤料が同額以下であれば可能だが、たと

えば1錠10mgが処方されているケースで、1錠20mgを半錠化したものに変更す

ることも可能か。 
 

Ａ．差し支えない。 

 

Ｑ．処方せんに記載された医薬品を後発医薬品に変更する場合、患者の同意が得ら

れており、かつ、薬剤料が同額以下であれば、①含量規格が異なる後発医薬品ま

たは②類似する別剤形の後発医薬品に変更調剤することは可能だが、①と②はど

ちらか一方しか認められないのか。それとも、①と②をともに満たすケースも認

められると理解してよいのか。 
 

Ａ．①および②をともに満たすケースについても、変更調剤が認められる。 

 

Ｑ．一般名で記載された処方せんについては、処方医への確認なしに、①含量規格

が異なる後発医薬品または②類似する別剤形の後発医薬品－に変更調剤するこ

とが可能か。 
 

Ａ．差し支えない。 


